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１　事業名
東海市立保育園における午睡用寝具リース提供事業（以下、「本事業」という。）
２　事業概要
東海市立保育園（以下、「市立保育園」という。）に入園している園児の保護者に対し、午睡用寝具リースを提供するものとし、０～３歳児の利用を希望する園児が在籍する市立保育園で実施する。
３　実施期間 
協定締結日から令和１１年（２０２９年）３月３１日まで
※午睡用寝具リース提供開始は、原則令和８年（２０２６年）４月１日からとする。但し、本事業を円滑に行うことが認められる場合、開始時期を早めることも協議の上、可とする。
※なお、実施期間の運営等に支障がない場合、本市の申出により、実施期間を更新することができる。
４　実施場所及び対象児
以下の市立保育園の０～３歳児とする。
	　　名　　　称
	　　　所　　　在　　　地
	電　　　話

	　
	東海市名和町蓮池７番地
	052-603-0719

	　
	東海市名和町池西４５番地の１
	052-603-0707

	　
	東海市荒尾町油田４８番地の１
	052-604-0222

	　
	東海市富貴ノ台三丁目７４番地
	052-603-0369

	　
	東海市富木島町峰畑１０番地
	052-601-4115

	　
	東海市荒尾町寺前６番地の１
	052-604-8330

	　
	東海市富木島町貴船１６番地の４
	052-603-0189

	　
	東海市富木島町向イ５７番地
	052-603-0370

	　
	東海市富木島町新藤棚５１番地
	052-604-8320

	　
	東海市大田町庄之脇１５番地
	0562-33-0462

	名　　　称
	所　　　在　　　地
	電　　　話

	　高横須賀保育園
	東海市高横須賀町塩田５番地の１
	0562-32-2425

	　
	東海市元浜町１１番地
	0562-32-0924

	　
	東海市養父町大木之本２７番地
	0562-32-0312

	　
	東海市加木屋町順見５１番地
	0562-32-1033

	　
	東海市加木屋町平子４９番地の１３
	0562-32-0313

	　
	東海市加木屋町東大堀２８番地の３４
	0562-34-9260

	　加木屋南保育園
	東海市加木屋町南鹿持２７番地
	0562-34-8207


※なお、加木屋南保育園は令和１０年度（２０２８年度）末に廃止する予定であり、毎年度、児童の受入れ年齢を段階的に制限し、定員を縮小している。
５　事業内容
提供事業者は、以下の午睡用寝具リース提供を行う。
（別紙、ふとんレンタルサービスのイメージ参照）
⑴　契約は保護者と事業者との直接契約、午睡用寝具リース提供料金は月額定額制とし、支払い及び還付等、支払いに付随する業務についても、保育従事者によるやり取りは一切行わないので、事業者と保護者間で行うこと。なお、午睡用寝具リースの提供は１か月単位で利用及び解約等ができるものとする。
また、午睡用寝具が汚れ交換を必要とする場合についても、追加料金は発生しないものとする。
⑵　用意する午睡用寝具は、マット（マットカバー付）、防水カバー、掛けふとん（春夏タオルケット・秋冬フリース等）とすること。
⑶　午睡用寝具の内、園児の肌に直接触れる防水カバー、掛けふとんについては、最低週１回交換し、マットカバーは最低月１回、マットは最低年１回交換すること。事業者において、防水カバー、掛けふとん、マットカバーの洗濯、マットの消毒、配送・設置、使用済の防水カバー等を入れる袋の用意等、その他付帯業務を行うこと。
⑷　市立保育園における午睡用寝具の交換に係る納品・搬出の日程・時間帯・場所については、事業者と幼児保育課が協議し定めるものとする。
⑸　午睡用寝具が汚れた場合に備えて、予備の午睡用寝具を納入すること。
⑹　各園児が専用で午睡用寝具を使用できるよう、識別するための対策を講じること。
⑺　午睡用寝具が汚れた場合は、市立保育園においては洗浄せず、事業者が速やかに引き取り洗浄済の清潔な寝具と交換するか、もしくは、交換時に保育従事者が事業者の用意するビニール袋等に入れて事業者に引き渡すものとする。
⑻　本事業の利用が円滑に運営できるよう事業開始前に市立保育園に入園している園児や入園する園児の保護者等の関係者に必要な説明資料（ホームページを含む）を作成し、保護者へ周知を図ること。
⑼　保護者及び保育従事者の負担軽減に努めること。
⑽　保護者及び保育従事者からの業務に付随する質問や苦情等について、責任をもって対応すること。
⑾　午睡用寝具リース提供は、市立保育園１園につき午睡用寝具リースの利用を希望する保護者が１名以上の場合に行うものとする。
⑿　本事業の進め方に係る協議等について、常に幼児保育課と連携を図り、情報共有を行いながら、適切な業務が遂行されるよう、必要に応じて随時打ち合わせを行うこと。
⒀　業務内容、その他この契約履行により知り得た事項を第三者に漏らし又は業務の範囲を超えて利用してはならない。
⒁　業務遂行にあたり、個人情報の取扱いについては、関係法令を遵守し、適正な個人情報の取扱いを行うこと。
その他、仕様書に定めのない事項またはこの仕様書に疑義が生じた事項については、必要に応じ、幼児保育課と事業者が協議してこれを定めるものとする。実施期間中に、園児等の保護者及び保育従事者に対し、本事業のアンケート調査等を実施し、よりニーズに合った午睡用寝具リースの提供に努めること。
本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または、本仕様に定めない事項が生じた場合は、必要に応じて本市と事業者が協議して定めるものとする。




参考　令和７年（２０２５年）１０月１日現在在籍数（斜線は受入無し）
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園    名 定 員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計

一 番 畑 200 15 29 34 26 33 137

名    和 200 6 19 20 40 35 38 158

渡    内 211 7 15 22 44 26 30 144

平    洲 180 15 18 31 42 33 139

木    庭 125 6 15 17 20 19 13 90

み ど り 115 5 9 11 10 9 10 54

明    倫 130 15 19 14 13 25 86

富 木 島 115 6 10 18 19 23 22 98

東    山 210 6 19 29 35 30 32 151

大    田 232 5 11 18 42 57 57 190

高横須賀 165 18 25 23 29 26 121

横 須 賀 112 6 14 12 18 14 19 83

養    父 153 6 15 18 19 8 21 87

加 木 屋 232 5 20 30 39 34 50 178

三 ツ 池 161 6 15 18 23 18 20 100

大    堀 206 6 20 24 36 38 45 169

加木屋南 119 12 9 13 18 52

計 2,866 70 245 340 456 434 492 2,037


